
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和５年６月１４日  

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和５年６月１４日（水）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

総務課 齊藤課長、吉川係長 

３ 件名 

白井市行政組織再編基本方針の改正及び組織改正検討・決定方法の見直しについて 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

■ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・各課等の組織新設等に係る要望と職員数に係る要望は同時に調査するのか。 
→同時に行う。 

・部署別定員について、会計年度任用職員の扱いは。 
→各課等へのヒアリングで、会計年度職員の必要業務量も把握することとしたい。 

・会計年度職員の採用では、予算とは別に人事による管理方法も考える必要がある。 
→正規職員を必要数配置できず、会計年度任用職員を急遽採用しなければならないよ
うなケースもあるため、即時には難しく、検討が必要。 
→まずは会計年度任用職員の業務量を把握し、管理方法については財政とも協議し検
討していくこと。 

・管理職や係長人材の不足に対しては、役職定年を延長することも一策。学校では60歳
以降も校長職を続けられる制度を導入している事例もある。 

・各課等へのヒアリングは予定している2、3週間で済むのか。 
 →タイトであるが可能な限りこのスケジュールで進めていく。 
・プロジェクトチームが組織の検討を行うのか。 
 →プロジェクトチームは課等を跨ぐ様々な課題等に取り組むための従前からの仕組み
であって、組織改正の検討主体とするものではない。 

・課等へのヒアリングの前に三役の意向を聞き、その枠内で各課等の意見を聞いたほう
がよい。 

 →改正案作成の着手前における三役、部長協議の材料とするためヒアリングを先に入
れたものだが、ヒアリングの前にも予め三役の意向を伺うこととする。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

対応
方策

付議事案

■目的３について・・・現行の組織検討・決定の方法を次のとおり見直す。
○　三役・各部長・課等長へのヒアリング等を実施し、局所と全体、現在と将来といっ
た異なる視点から立体的に課題を把握。
○　総務課で組織改正の素案を作成し、三役協議を経て、市長決裁により決定。
○　R4年度からの継続検討事項についても上記対象に含めて検討する。
○　行政組織再編検討委員会は廃止する。

市民参加
付議書公表

スケジュール
条例規則

議会説明

無

有 行政運営報告（R6.3） 広報・ＨＰ等 有 広報（R６.４.1号）

有 報道発表

関係法令等

事業費

関係課

１　白井市行政組織再編基本方針改正版（骨子案）【別紙1】の決定
２　行政組織改正の検討・決定方法の見直し【別紙2】の承認

　令和4年11月8日 第3回行政組織再編検討委員会での意見交換（委員会を5年度以降も
定例的に行うべきか、必要に応じて都度開催とする等の他の実施方法も含めて見直すべき
か）
＜委員意見＞
・ （委員会を）定例的に行うことで、組織を変えること自体が目的化してしまう懸念がある。ま
た、部署間の調整をはじめ事務局の負担も大きい。
・ 会議を年１回に限定してはどうか。
・ 部署間の直接調整では合意に至らないケースが多いので、全体を見渡して決定を行う機
関の存在は重要。
・ 委員会の設置初期は、課数削減など具体的な数値目標があった。委員会の役割を変え
るなら、当時の目標の総括が必要では。
＜結果＞
　同会議で結論は得られず継続検討となった。

【今後の予定】
　令和5年7～8月上旬：部課長・三役ヒアリング、8月中旬～9月上旬：R6改正案作成・三役
協議、10月中旬：R6組織・部署別定員決定　※詳細は【別紙3】

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

白井市行政組織条例、白井市行政組織規則、白井市教育委員会行政組織規則外

全課

0 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非 まで）

令和 5 6 14

付議書（行政経営戦略会議）

部課名 　総務部　総務課

白井市行政組織再編基本方針の改正 及び 組織改正検討・決定方法の見直し について

１　現行の組織改正は、目的が統廃合に固定され、機動的・戦略的な組織づくりが難しい。
２　組織検討が人員配分の検討を伴わないため、組織改正の実効性が担保されない。

１　統廃合によるスリム化の方向性は原則維持する一方、例外を許容し、直面する課
題に即応する機動的な組織づくりや、中長期の展望に基づく戦略的な組織づくりを
可能にする。
２　組織の廃置分合と併せて、部署別の人員配分も一体的に検討・決定する。
３　１、２の実現のため、部門の枠を超え、より大局的な視点に立った検討・決定方法
に転換する。

事務等効率化

参考情報

市内全域カテゴリー

■目的１、２について・・・行政組織再編基本方針を改正し、下記事項を規定する。
○　持続可能な組織体制とするため、原則としては、引き続き組織統廃合によるスリ
ム化を進める。
○　例外として、市が直面する課題の特性等に応じ高い効果が見込まれるときは、組
織の新設・分割を許容。
○　定員管理指針に定める総定員と整合を取った上で、部署別の定員も定める。
○　課・係・班の人数基準を設定。（令和3年度決定済）
○　課を跨ぐ課題にはプロジェクトチーム制度も活用（現行方針で規定済）。

規則改正（R6.3）

年代 場所 目的 手段全ての年代 行政経営改革

（うち特定財源千円
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H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
1 3,117,5 3,258,9 3,236,1 3,308,6 3,323,9 3,281,2 3,209,8 3,260,1 3,222,0

3,000,000

3,050,000

3,100,000

3,150,000

3,200,000

3,250,000

3,300,000

3,350,000



- 15 - 

1

4

1

3

10

5

4

1

0 2 4 6 8 10 12

4

2

3

10

4

2

2

2

0

0 2 4 6 8 10 12

5559

5054

4549

4044

3539

3034

2529

2024

19

1

2

13

14

13

3

0 5 10 15

6

5

4

3

2

1

2

5

7

9

11

7

4

1

0 2 4 6 8 10 12

5559

5054

4549

4044

3539

3034

2529

2024

19



- 16 - 

1

4

3

1

0 1 2 3 4 5

5559

5054

4549

4044

3539

3034

2529

2024

19

1

2

9

5

7

5

2

0

0

1

1

1

0 2 4 6 8 10

5559

5054

4549

4044

3539

3034

2529

2024

19



- 17 - 


